
令和６年度「人権教育研究指定校事業」指定校事業報告書 

委託先（ 東京都 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 
互いに高め合う児童の育成  

～思考力・判断力・表現力を高める工夫を通して～ 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校の学区は、昔ながらの小規模家内工業（皮革製品製造業など）と小売店業、会社員

等の混在地域で、下町特有の人情の細やかさがある地域である。本校は開校以来、人権尊

重教育推進校として、人権教育を推進してきた。人権教育は本校の学校経営計画や、校内

研究の要となっている。そのため引き続き人権教育を広く普及、啓発していくことが本

校の使命であるととらえている。 

また、友達、地域の人々やゲストティーチャーなどの多様な他者との豊かな関わり合

いを通し、児童一人一人が意見を伝え合う中で、自ら考えを深めたり、広めたりできる思

考プロセスを構築すると同時に、他者に理解しやすい表現方法を身に付けることで、互

いに認め合い自ら成長することができ、児童の思考力・判断力・表現力を高める主体的な

活動になると考え、本テーマを設定した。 

○調査研究の概要 

同和問題について、第６学年で歴史的背景を調べたり、皮革産業体験したりする学び

を系統的に展開することで、児童は自分自身との関わりから人権課題についての正しい

理解と認識を深めることができるようにする。その際、ストーリー性をもたせた単元構

造で探究的な学習活動の工夫を行うとともに、多様な情報を異なる見方・考え方に触れ

る協働的な学習の工夫を行うことで、思考力・判断力・表現力を互いに高め合う児童を育

成する。 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

東京都台東区立東浅草小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

平成２８年度 文部科学省「人権教育研究指定校事業」 

令和４・５年度 東京都教育委員会「人権尊重教育推進校」 

○学級数 

１０学級 

○児童生徒数 

２７３人（令和７年２月３日現在） 

○URL 

http://taitocity.net/higashiasakusa-s/index.html 

○指定理由 

本校は、浅草北部に位置する。関東大震災や戦災等を経て、現在は東京の下町の一画と

して、皮革産業の工場が複数ある地区となっている。学区に皮革産業が集中しており、人

権について正しい知識を教え、差別を許さない態度を育成する必要がある。そのため、人

権教育研究指定校事業を申請する。 

 

http://taitocity.net/higashiasakusa-s/index.html


3．取り組んだ人権課題について 

取り組んだ人権課題（該当するものに○印。複数選択可。うち、最も主要な人権課題１

つに◎をつけること。）※人権教育研究推進事業公募要領（別紙）「２．事業の内容」を必

ず確認すること。 

① 子供 〇 

② 女性  

③ 高齢者 〇 

④ 障害者 〇 

⑤ 同和問題 ◎ 

⑥ アイヌの人々  

⑦ 外国人 〇 

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨ 刑を終えて出所した人  

⑩ 犯罪被害者等  

⑪ インターネットによる人権侵害  

⑫ 北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬ 性的指向、性自認  

⑭ その他（    ）  

  
 

 

  



4．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

研究仮説を以下のように設定する。 

人権教育を土台とし、生活科と総合的な学習の時間において、ストーリー性をもたせ

た単元構想で探究的な学習活動の工夫を行うと共に、多様な情報や異なる見方・考え

方に触れる協働的な学習活動の工夫を行えば、児童は主体的に学習に取り組み、思考

力・判断力・表現力を互いに高め合うことができるであろう。 

 

児童が思いや願い・問いをもって探究する単元作りや児童の振り返りから次時の見通

しをもち、協働の活動の中で自己の考えや表現を深める授業作りを通して、互いに高め合

い、自分やみんなを大切にする子を育成できると考える。 

そこで、以下の内容を実施する。 

・人権教育年間指導計画の作成 

・人権教育カリキュラムの作成 

・各学年による研究授業・協議会 

・児童による人権標語の作成 

・人権集会や授業での外部協力者やゲストティーチャーとの交流 

・教職員による人権教育研修会・フィールドワーク 

・リーフレットの作成 

○実施方法 

〇人権教育年間指導計画や人権教育カリキュラムに則り、人権課題や人権課題に関する

取組について系統的に指導し、６年間で児童が様々な人権課題を学ぶ機会を設定する。

当初の計画通り、以下の取組を行った。 

・第１学年（生活科） 「生命尊重」に関わる取組 

動植物の成長や変化に気付く学習を通して、生命に愛着をもち、大切にしようと 

する態度を育てる。 

・第１・２学年(特別の教科 道徳)  人権課題「子供」に関わる取組 

 特別の教科 道徳を要とした、道徳教育を通して日頃から人権感覚を養う。 

・第３学年（総合的な学習の時間） 人権課題「高齢者」に関わる取組   

高齢者より加齢による変化について学ぶことを通して、相手を尊重しながら共に生き

ていこうとする態度を養う。 

・第４学年（総合的な学習の時間） 人権課題「障害者」に関わる取組 

障害や障害者について理解する活動を通して、相手を尊重しながら共に生きていこう

とする態度を養う。 

・第５学年（総合的な学習の時間） 人権課題「外国人」 

外国人や外国人に対する偏見・差別について理解する学習を通して、相手を尊重しな

がら共に生きていこうとする態度を養う。 

・第６学年 （総合的な学習の時間）人権課題「同和問題」 

差別を受けていた人々の優れた技術が社会の発展を支えたことに気付かせる学習を通

して、人権課題「同和問題」に関する歴史について理解させる。 

・全学年 人権課題「子供」に関わる取組 



人権の木の取組、人権スピーチ大会を実施することで、友達を思いやる気持ちを全校

で共有する。 

〇上記の学習において、友達、地域の人々やゲストティーチャーなどの多様な他者と豊

かな関わり合いを通し、児童一人一人が意見を伝え合う中で、自ら考えを深めたり、広

めたりできる思考プロセスを構築すると同時に、他者に理解しやすい表現方法を身に

付けることで、互いに認め合い自ら成長する活動を行うことができた。 

〇各学年による研究授業・協議会、教職員による人権教育研修会・フィールドワークの際

に、講師を招聘し、教員の人権意識を高めるとともに、人権教育を通じて育てた資質・

能力等について理解を深めることができた。 

●当初、全校に向けてのいじめについて講演会を実施し、感想を伝え合うことで、いじめ

を絶対に許さない、見逃さない心情を醸成する取組を予定していたが、昨年度講演を

依頼した団体と日程が合わず実施を見合わせた。 

○検証・評価・改善・普及 

・児童アンケートを年２回実施。特に「自分は好きですか」「自分やみんなを大切にして

生活していますか」「学校の中に差別やいじめはあると思いますか」という設問を中心

に、数値化したものを目安にするとともに、児童の実態に寄り添いながら検証・推進し

ていくことができた。 

 

 
質問内容 

６月 １２月 

肯定的回答 否定的回答 肯定的回答 否定的回答 

① 自分は好きですか ８０％ ２０％ ８２％ １８％ 

② 
自分やみんなを大切に

して生活していますか 

８９％ １１％ ９７％ ３％ 

③ 
学校の中に差別やいじ

めはあると思いますか 

２２％ 

（ある） 

７８％ 

（ない） 

１５％ 

（ある） 

８５％ 

（ない） 

→①、②の項目において、これまでの人権教育の積み重ねにより６月の調査でも肯定的

回答の割合が高い。また、今年度の研究実践と日常実践の成果により肯定的回答を約

２ポイント～８ポイント向上させることができた。研究推進により、児童の自己肯定

感の向上や仲間意識の醸成などにつながった。 

 

・４(２)に記載した各学年の教科・科目においては、児童のノートやワークシートへの記

載内容、発言や態度をもとに知識的側面、価値・態度的側面、技能的側面の３側面の評

価を行った。 



 

・教職員アンケートを行い、研究の検証・評価を行った。 

→児童同士が双方向での豊かな交流から対話を通して新たな思いや考えを生み出すた

めに収集した情報を整理・分析した。結果、児童は学習課題に意欲的に取り組むこと

ができた。また、人権教育の全体計画・年間指導計画を踏まえて、「話し合いツール」

「思考スキル」「思考ツール」「話型」を有効活用したことで、系統性を意識した指導

を実施することができた。 

・研究の内容や成果等を記載したリーフレットを作成・配布した。今後は人権教育に関



する実践例の普及啓発に貢献する必要がある。 

・委託期間終了後も、普遍的な視点からの取組及び個別的な視点からの取組を充実さ

せ、地域の様々な教育資源を活用し、人権課題に関わる偏見や差別意識の解消に向

けての教育実践について継続的に続けていく 

 

  



5．人権教育にかかる年間計画 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 


